
初期設定事項 

 運用を開始する前に次の事項を設定してください。 

 

 

1. 初期設定 

 
• 年号は例のように西暦年を入れてください。 

• 職印欄に表示される職名を入れます。 

• ソフトの起動時に入力するパスワードを設定する場合は 4 桁の数字を入れてください。 

  



2. ライセンスキーの登録 

メインメニュ ⇒ ライセンス登録 

 

• 体験版での試用は空白にしてください。 

• ライセンスキーを入れると、正式版になります。 

• ライセンスキーが正しいかどうかは“認証テスト”のボタンを押してください。 

 

 

3. 食事区分の登録 

メインメニュ ⇒ 食事区分 

 
• 一日の食事区分です。 

• それぞれの食事区分で献立作成が出来ますが、一日の栄養計算などはそれぞれを合計

したものになります。 

 

 

  



4. 食事の対象区分の設定 

メインメニュ ⇒ 対象区分 

 

• 対象区分は、基本のまま使ってください。 

• ０歳児は区分の対象外になっていますので、下図の例のように栄養計算のフォルダをコ

ピーして、別の栄養計算として管理してください 

 
 

 

  



5. 食品マスターの登録 

メインメニュ ⇒ 食品登録 

 

５改訂版の食品はすべて登録してありますが、必要に応じて変更してください。 

 
 

【補足】 

• 手作業で栄養計算をする場合は、食品群別にあらかじめ栄養価の平均を計算してそれに

数量をかけて求めています。（加重平均法による計算） 

• それに対して、「らくらく栄養計算」では、食品の栄養価で栄養計算をしていますので、より正

確な栄養価の計算が出来ます。 

 

  



6. 食品群の登録（１） 

メインメニュ ⇒ 食品群登録 

 
• 食品群分類と食品コードの連携をこの画面で設定します。 

• 保育園の給食で行われている標準的な食品群分類をあらかじめ設定しています。必要

に応じて変更してください。 

• 連携のしかた 

例えば、海藻類は食品コードが 09000～09999 ですので、右の表の食品群コードの欄に

15 を入れます。食品によっては、複数の場所に分かれている場合がありますが、その

場合でも同様に複数個所に食品群コードを設定してください。 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. 食品群の登録（２） 

メインメニュ ⇒ 食品群登録 

 

 

• 食品群を三分類（赤・黄・緑）する場合の連携表です。 

• この分類も同様に行ってください。 

例えば、“赤”の連携は下図のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8. 成分基準値の登録（１） 

メインメニュ ⇒ 成分基準値登録 

食品成分による基準量を設定してください。 

 
• 注意点として、3 歳児以上の場合持参米がある場合はこれを除外した熱量になります。 

• これらの基準量は実際の給食との比較やグラフ作成時などに反映されます。 

 

 

  



9. 成分基準値の登録（２） 

メインメニュ ⇒ 成分基準値登録 

食品群による基準量を設定します。 

 
 

• 注意点として、3 歳児以上の場合持参米がある場合はこれを除外した熱量になります。 

• これらの基準量は実際の給食との比較やグラフ作成時などに反映されます。 

 

 

  



10. 業者マスターの登録 

メインメニュ ⇒ 業者マスター 

 

 
 

• 仕入先を登録すると、簡単な発注書や購入金額などの集計も出来ます。 
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